
�愛媛県告示第１８８９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、今治市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は今治市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１８９０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、今治市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１８９１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、中島町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は中島町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１８９２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、中島町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。
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告 示

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

今治市砂場町一丁目丁６６３及び丁６６４の１から丁６６
４の３までの地先 １，３２９．７２

町の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

砂場町一
丁目

今治市砂場町一丁目丁６６３及び丁６６４の１
から丁６６４の３までの地先公有水面埋立
地

１，３２９．７２

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

中島町大字上怒和甲３９２の３、甲３９４、甲３９６、甲３
９８、甲３９９の１、甲３９９の３、甲３９９の５、乙５８７の
４、乙５８８の１、乙５８８の３、乙５８９の１及び乙５８９
の１１の地先

２，２２５．２９

毎週（火・金）曜日発行 第１５９１号 平成１６年９月１０日愛 媛 県 報
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８９３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、中島町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は中島町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８９４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、中島町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８９５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、中島町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は中島町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８９６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、中島町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８９７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、中島町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は中島町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８９８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、中島町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８９９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び重

信町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

国立大学法人愛媛大学

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
上怒和

中島町大字上怒和甲３９２の３、甲３９４、甲
３９６、甲３９８、甲３９９の１、甲３９９の３、甲
３９９の５、乙５８７の４、乙５８８の１、乙５８８
の３、乙５８９の１及び乙５８９の１１の地先公
有水面埋立地

２，２２５．２９

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

中島町大字津和地５９９の２、６００、６０２、６０３、７２６、
７２７、７２８の１、７２８の２、７２９から７３１まで、７３５、
７３６、７３７の１、７３７の２、７４１、７４２の２、７４２の３
、７４５、７４７、１０４０の１、１０４１、１０４２の１、１０４２の
２、１０４３から１０４５まで、１０４７、１０４９の１及び１０４９
の２の地先

１，６７４．０５

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
津和地

中島町大字津和地５９９の２、６００、６０２、６
０３、７２６、７２７、７２８の１、７２８の２、７２９か
ら７３１まで、７３５、７３６、７３７の１、７３７の
２、７４１、７４２の２、７４２の３、７４５、７４７、
１０４０の１、１０４１、１０４２の１、１０４２の２、
１０４３から１０４５まで、１０４７、１０４９の１及び
１０４９の２の地先公有水面埋立地

１，６７４．０５

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

中島町大字熊田甲１の１、甲７１５並びに大字宇和
間甲１３６９の２、甲１３６９の３、甲１３７１の１及び甲１３
７１の２の地先

９６２．２９

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字熊田 中島町大字熊田甲１の１、甲７１５並びに
大字宇和間甲１３６９の２、甲１３６９の３、甲
１３７１の１及び甲１３７１の２の地先公有水面
埋立地

９６２．２９

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

中島町大字上怒和甲３８２、甲３８６、甲３８８、甲３８９、
甲３９０、甲３９２の１、甲３９２の３、甲３９４、甲３９６、
甲３９８、甲３９９の１から甲３９９の３まで、甲１２１５、
乙４５７の３、乙４５７の４、乙４５８の２及び乙４６９の１
の地先

９，６１８．０２

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
上怒和

中島町大字上怒和甲３８２、甲３８６、甲３８８、
甲３８９、甲３９０、甲３９２の１、甲３９２の３、
甲３９４、甲３９６、甲３９８、甲３９９の１から甲
３９９の３まで、甲１２１５、乙４５７の３、乙４５
７の４、乙４５８の２及び乙４６９の１の地先
公有水面埋立地

９，６１８．０２
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松山市道後樋又１０番１３号

愛媛大学長 小松正幸

２ 事業場の名称及び所在地

国立大学法人愛媛大学医学部

温泉郡重信町大字志津川

３ 特定施設に関する事項

� チューブ洗浄乾燥機

� 内視鏡洗浄消毒器

� システム流し台

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第６８の２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり３０本処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後１週間後

使用開始の予定年月日 完了後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～１１

最大 １～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．４５

最大 ０．４５

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．１２

最大 ０．１２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６８の２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１本処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後１週間後

使用開始の予定年月日 完了後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６８の２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 容量１８５リットル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後１週間後

使用開始の予定年月日 完了後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～１１

最大 １～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．８５

最大 １．８５

愛 媛 県 報平成１６年９月１０日 第１５９１号
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� ウォッシャーディスインフェクター（２基）

� スリッパ洗浄乾燥機（２基）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 実験排水処理施設

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６８の２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 容量１．９２５立方メートル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後１週間後

使用開始の予定年月日 完了後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～１１

最大 １～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．９２

最大 ４．９２

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５．４４

最大 ５．４４

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６８の２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり６０足処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後１週間後

使用開始の予定年月日 完了後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

設 置 年 月 日 昭和５０年７月２日

処 理 施 設 の 種 類 薬品排水処理施設

処 理 施 設 の 型 式 接触酸化方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦 ５３．５メートル
横 ８．６５メートル
高さ ８．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 接触酸化＋凝集沈殿＋砂ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～１１

最大 １～１４

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

通常 ２０

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 １６

通常 ２

最大 ２

愛 媛 県 報平成１６年９月１０日 第１５９１号
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� 生活排水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�������
�愛媛県告示第１９００号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 福島 孝一

２ 工場・事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設に関する事項

廃ガス洗浄施設（ＹＨ除害塔）

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６００

最大 ６００

通常 ６００

最大 ６００

設 置 年 月 日 昭和５０年３月３１日

処 理 施 設 の 種 類 し尿処理施設

処 理 施 設 の 型 式 標準活性汚泥方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦 ６０．５メートル
横 ２３．０５メートル
高さ ８．９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，６００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥＋凝集沈殿＋砂ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

通常 ２０

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 １６

通常 ２

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，４００

最大 １，６００

通常 １，４００

最大 １，６００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，０００

最大 ２，２００

備考 この他に雨水排水口が５ヶ所ある。
処理後の排水の一部を中水として再利用する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号）別表第１第６２号 ホ廃ガス
洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり１００ノルマル立方メート
ル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約１ヶ月

使用開始の予定年月日 完成後翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．０

最大 ９．０

愛 媛 県 報平成１６年９月１０日 第１５９１号
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

�４汚水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�愛媛県告示第１９０１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，２００

最大 １，２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．０４

最大 ０．０８

備考 循環使用のため系外排出はほとんど無い。

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理＋物理処理

処 理 施 設 の 型 式 蒸留＋中和＋ろ過

処 理 施 設 の 構 造 ポリエチレン製及びステンレス製他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦 １４．５メートル
横 １２メートル
高さ ５メートル 他

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 蒸留＋中和＋ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～１１

最大 ５～１１

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．４

最大 ７．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４

最大 １８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，８８０

最大 ３，４４５

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３２

最大 ３３

通常 ８．５

最大 ８．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６００

最大 ６５０

通常 ３４．３

最大 ４３．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７６９

最大 ９４１

通常 ７６９

最大 ９４１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人藤寿会 高知県南国市大�乙１０７２－
１ グループホーム瑞鳳荘 越智郡玉川町畑寺甲１５－５ 平成１６年８月４日

ベストケア株式会社 北条市辻６１０－１５ ベストケア・デイサービス
センター松前

伊予郡松前町北黒田２４２－
５ 平成１６年８月２日

介護サービス野の花有限会
社

北宇和郡広見町内深田１２４８
番地２

介護サービス野の花有限会
社

北宇和郡広見町内深田１２４８
番地２ 平成１６年７月１４日

��������������
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�愛媛県告示第１９０２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９０３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

有限会社ケアステーション
ますほ

北宇和郡津島町高田丁９７６
番地１

ケアステーションますほ指
定訪問介護事業所

北宇和郡津島町高田丁９７６
番地１ 平成１６年７月３０日

有限会社愛ミング・ケアセ
ンター

南宇和郡御荘町菊川２８３番
地 愛ミング・ケアセンター 南宇和郡御荘町菊川２８３番

地 平成１６年７月１日

医療法人沖縄徳洲会 沖縄県島尻郡東風平町字外
間８０番地

医療法人沖縄徳洲会宇和島
徳洲会病院

宇和島市住吉町二丁目６番
２４号 平成１６年８月２０日

有限会社訪問介護あじさい 宇和島市山際四丁目４番２８
号 有限会社訪問介護あじさい 宇和島市山際四丁目４番２８

号 平成１６年７月１日

いたわり有限会社ＡＩＧ 西条市中西４０４番地１ ヘルパーステーションいた
わり 西条市中西４０４－１ 平成１６年７月１２日

有限会社たちばな 伊予市灘町１３６番地２ グループホームたちばな 伊予市灘町１３６番地２ 平成１６年７月１２日

織田英昭 西予市宇和町卯之町五丁目
３１３番地６ おだクリニック 西予市宇和町卯之町五丁目

３１３番地６ 平成１６年８月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケアステーション
ますほ

北宇和郡津島町高田丁９７６
番地１

ケアステーションますほ指
定居宅介護支援事業所

北宇和郡津島町高田丁９７６
番地１ 平成１６年７月３０日

株式会社すずらん 新居浜市喜光地町一丁目７
番１７号

指定居宅介護支援事業所す
ずらん

新居浜市喜光地町一丁目７
番１７号 平成１６年８月１６日

有限会社どうぜんサービス 東予市石田８６４番地 有限会社どうぜんサービス 東予市石田８６４番地 平成１６年７月２７日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

西条市農業協同組合 西条市神拝字出口甲４７８番
地１

ＪＡ西条ホームヘルパース
テーション

（変更後）
西条市大町２００番地１

平成１５年４月１日
（変更前）
西条市大町２００番地６

西条市農業協同組合 西条市神拝字出口甲４７８番
地１ ＪＡ西条福祉用具サービス

（変更後）
西条市大町２００番地１

平成１５年４月１日
（変更前）
西条市大町２００番地６

有限会社マコトケアーサー
ビス 西条市明屋敷５７２番地１ 有限会社マコトケアーサー

ビス

（変更後）
西条市明屋敷５７２番地１

平成１２年８月１日
（変更前）
西条市氷見乙７８１－２
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��������������

愛 媛 県 報平成１６年９月１０日 第１５９１号

９３１



�愛媛県告示第１９０４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９０５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９０６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

事業を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９０７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

西条市農業協同組合 西条市神拝字出口甲４７８番
地１

ＪＡ西条居宅介護支援セン
ター

（変更後）
西条市大町２００番地１

平成１５年４月１日
（変更前）
西条市大町２００番地６

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社えひめ介護ネット
ワーク 西条市古川甲２６５番地１

（変更後）
えひめ介護ネットワーク本
部指定居宅介護支援事業所

西条市古川甲２６５番地１ 平成１５年４月１４日（変更前）
有限会社えひめ介護ネット
ワーク本部指定居宅介護支
援事業所

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台
２の９

アイリスケアセンター西条
大町 西条市大町字新町１６９５－４ 平成１２年１２月３１日

金 子 貞 夫 西条市本町２１ 金子医院 西条市本町２１ 平成１３年５月１７日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社えひめ介護ネット
ワーク 西条市古川甲２６５番地１

（変更後）
えひめ介護ネットワーク本
部指定訪問介護事業所

西条市古川甲２６５番地１ 平成１５年４月１４日（変更前）
有限会社えひめ介護ネット
ワーク本部指定訪問介護事
業所
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�愛媛県告示第１９０８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９０９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９１０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

坂 根 一 弥 西条市喜多川字中之梶４３８
の４ 坂根医院 西条市喜多川字中之梶４３８

の４ 平成１３年４月５日

守 谷 弘 子 西条市朔日市３１０－２ もりや薬局 西条市朔日市３１０－２ 平成１３年７月３１日

有限会社マコトケアーサー
ビス 西条明屋敷５７２番地１ 有限会社マコトケアーサー

ビス 西条明屋敷５７２番地１ 平成１４年１１月３０日

高 橋 山 郎 西条市野々市下組５１ 高橋内科診療所 西条市野々市下組５１ 平成１５年４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

城 川 町 東宇和郡城川町下相９４５ 城川町役場保健福祉課 東宇和郡城川町下相９３８ 平成１６年３月３１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１４６１２９ 社会福祉法人東予市社会福祉協議会
東予市周布６０６番地
の１ 政 岡 博 児童デイサー

ビス
東予市社協児童デイ
サービスセンターひ
まわり

東予市石田３３９番地
の１

平成１６年
９月１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

じん臓・ぼうこう又は直腸機
能障害 泌 尿 器 科 大 洲 中 央 病 院 柴 田 薫 行 大洲市東大洲５番地 平成

１６年９月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 愛媛県立三島病院 宮 � 始 四国中央市中之庄町１６８４番地２ 〃

〃 〃 愛 媛 労 災 病 院 篠 原 直 樹 新居浜市南小松原町１３番２７号 〃

〃 整 形 外 科 〃 東 良 和 〃 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう又は直腸・
小腸機能障害

小 児 科 愛媛県立南宇和病
院 井 上 直 三 南宇和郡城辺町甲２４３３－１ 〃

肢 体 不 自 由 リウマチ科 医療法人社団更生
会村上記念病院 岩 政 喜久枝 西条市大町７３９番地 〃

心 臓 機 能 障 害 内 科 市立宇和島病院 稲 葉 慎 二 宇和島市御殿町１番１号 〃

〃 〃 〃 青 野 潤 〃 〃
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�愛媛県告示第１９１３号
身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）第

１３条の６第２号の規定に基づき、次のとおり指定医療機関の

業務を廃止した旨の届出があった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９１４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産業経済部商工

労政課並びに大洲市役所において告示の日から４月間縦覧に

供する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

レディ薬局＆ハードオフ・オフハウス大洲店

大洲市若宮５６５

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社レディ薬局

松山市南江戸四丁目３番３７号

代表取締役 三橋信也

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社レディ薬局

松山市南江戸四丁目３番３７号

代表取締役 三橋信也

株式会社今治デパート

今治市旭町一丁目４番１１号

代表取締役 井本雅之

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１７年４月２５日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，８２６平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

７１台

イ 駐輪場の収容台数

４９台

ウ 荷さばき施設の面積

７０平方メートル

�愛媛県告示第１９１１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９１２号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

肢体不自由・音声又は言語・
呼吸器機能障害 〃

国立大学法人愛媛
大学医学部附属病
院

森 豊 浩代子 温泉郡重信町大字志津川 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

福 田 光 成 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町四丁目５－
５

国立大学法人愛媛大学医
学部附属病院 温泉郡重信町大字志津川 平成１６年

８月１日

織 田 英 昭 市 立 宇 和 病 院 西予市宇和町卯之町一丁
目２４６ お だ ク リ ニ ッ ク 西予市宇和町卯之町五丁

目３１３番地６ 〃

津 田 泰 彦 愛 媛 労 災 病 院 新居浜市南小松原町１３－
２７

財団法人積善会附属十全
総合病院 新居浜市北新町１番５号 平成１６年

８月２３日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 愛 媛 労 災 病 院 伊 藤 毅 新居浜市南小松原町１３－２７ 平成
１６年８月３日

〃 整 形 外 科 〃 寒 竹 司 〃 〃

名 称 廃止年月日

エビス薬局 平成１６年８月１日

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１６年９月１０日 第１５９１号

９３４



エ 廃棄物等の保管施設の容量

１３．３５立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

株式会社レディ薬局

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後９時

株式会社今治デパート

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後９時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後９時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後９時まで

２ 届出年月日

平成１６年８月２４日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地

方局産業経済部商工労政課並びに大洲市役所において告示

の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１９１５号
八幡浜市土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（農道）・八幡浜向灘地区）

の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・八幡浜向灘地区）計画書の写し

� 八幡浜市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年９月１３日から１０月１３日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所

�������
�愛媛県告示第１９１６号
森昭左、二宮早志、青野岩夫、越智悦夫、田窪象市、越智

忠行及び山本岩雄から認可申請のあった合併は、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第７２条第２項の規定により、平成

１６年９月１日認可したので、同日今治市土地改良区は合併に

より設立し、今治市土地改良区、今治市乃万地区土地改良区

、今治市桜井地区土地改良区、今治市清水地区土地改良区、

今治市波止浜地区土地改良区、今治市日高地区土地改良区及

び今治市富田地区土地改良区は合併により解散した。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９１７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

越智郡玉川町大字龍岡上字遅越大道上甲１７５、字遅越

井手上甲１９０の１、字四郎蔵ヶ谷左尾崎甲１９５の１、甲

１９５の２、字四郎蔵ヶ谷甲１９６、字四郎蔵ヶ谷山ノ奥甲

１９７、字四郎蔵ヶ谷井手下甲１９９、字�谷口左谷甲２６５
、甲２６９、字吉向へ甲５８９、甲５９０、字力石丁２３０、字

中ノ村丁３１８の１、丁３１８の２、丁３１９、丁３２０、丁３

２２、丁３２４の１、丁３２５の１、丁３２５の３、丁３２５の４

、丁３２７の１、丁３２８の１、丁３２８の２、丁３２９の１、

丁３３０の１、字中通り丁３３１、丁３３３、丁３３５の１、丁

３３９の１、丁３３９の２、丁３４０から丁３４２まで、丁３４４

の１、丁３４４の４、丁３４７、丁３５１の１、丁３６４の２、

丁３６５、丁３６８、丁３７１、丁３７５、丁３７７、丁３７８、丁

３８１の１、丁３８５、丁３９３、丁３９４の１、丁４００の２、

大字木地字大ミゾ己７３０

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

西宇和郡保内町宮内９番耕地７５５、９番耕地７５６、９

番耕地７５７の１、９番耕地７５７の２、１０番耕地６４８の１

、１０番耕地６５０から１０番耕地６５４まで、１０番耕地６５６、

１０番耕地６９２の１、１０番耕地６９３、１０番耕地６９４の１、

１１番耕地１２の３、１１番耕地１３４、１１番耕地１３８の１、１１

愛 媛 県 報平成１６年９月１０日 第１５９１号

９３５



番耕地１４１、１１番耕地１４２の１、１１番耕地１４２の２、１１

番耕地１４３、１１番耕地１４４、１１番耕地１４６、１１番耕地１

４７の１、１１番耕地１４７の２、１１番耕地１４８、１１番耕地１

４９、１１番耕地１５６の１、１１番耕地１５６の２、１１番耕地１

５７、１１番耕地１５９の１、１１番耕地１５９の３、１１番耕地１

６０、１１番耕地１６２、１１番耕地１７７、１１番耕地１８０の１、

１１番耕地１８１、１１番耕地１８５の１、１１番耕地１８６の１、

１１番耕地１８７の１、１１番耕地１８７の３、１１番耕地１８８の

１から１１番耕地１８８の３まで、１１番耕地１８９から１１番耕

地１９１まで、１１番耕地１９７の２、１１番耕地１９８の２、１１

番耕地２００、１１番耕地２０２、１１番耕地２０５の１、１１番耕

地２０７の１、１１番耕地２０７の３、１１番耕地２０８、１１番耕

地２１５、１１番耕地２２０、１１番耕地２２４、１１番耕地２２７、

１１番耕地２４３、１１番耕地２４５、１１番耕地２４９、１１番耕地

２５１の１、１１番耕地２５１の２、１１番耕地２６１の１、１１番

耕地２６１の２、１１番耕地２６６、１１番耕地２６８、１１番耕地

２７０、１１番耕地２７１、１１番耕地２７７の１、１１番耕地２７８

、１１番耕地２８０、１１番耕地２８５、１１番耕地２８９の１、１１

番耕地２８９の３、１１番耕地２９０の１、１１番耕地２９１、１１

番耕地２９８、１１番耕地２９９、１１番耕地３００の３、１１番耕

地３０２、１１番耕地３０４、１１番耕地３０６、１１番耕地３０７の

１、１１番耕地３０７の２、１１番耕地３０８の１、１１番耕地３

０８の２、１１番耕地３０９の１、１１番耕地３１１、１１番耕地３

１２の１、１１番耕地３１３の２、１１番耕地３１４、１１番耕地３

１５、１１番耕地３１７、１１番耕地３２４、１１番耕地３２６、１１番

耕地３３１から１１番耕地３３３まで、１１番耕地３３５、１１番耕

地３３８の１、１１番耕地３４１の１、１１番耕地３４２、１１番耕

地３４３、１１番耕地３５２、１１番耕地３５５、１１番耕地３５６、

１１番耕地３５８の１、１１番耕地３５８の２、１１番耕地３５９、

１１番耕地３６６、１１番耕地３７０の１、１１番耕地３７０の２、

１１番耕地３７２、１１番耕地３７３の１、１１番耕地３７４、１１番

耕地３７５、１１番耕地３７８、１１番耕地３８０、１１番耕地３８２

、１１番耕地３８３、１１番耕地３８６から１１番耕地３８８まで、

１１番耕地３９１、１１番耕地３９６から１１番耕地３９８まで、１１

番耕地４０６、１１番耕地４０８、１１番耕地４０９、１１番耕地４

１２、１１番耕地４１９、１１番耕地４２３、１１番耕地４２５の１、

１１番耕地４２５の２、１１番耕地４２７の１、１１番耕地４３０か

ら１１番耕地４３３まで、１１番耕地４３５、１１番耕地４３８から

１１番耕地４４０まで、１１番耕地４４２、１１番耕地４４３、１１番

耕地４５７、１１番耕地４８３から１１番耕地４８６まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１９１８号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市野村町旭５５１の２、５５２の２、５５８の２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第１９１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市大字西之川１９６番４から

同大字１４３番３まで
平成１６年９月１０日

��������������
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�愛媛県告示第１９２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜東港線 新居浜市郷字上郷甲１４番１
旧 ７．７～８．３ ０．０４４

新 ７．７～１３．０ ０．０４４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜東港線 新居浜市郷字上郷甲１４番１ 平成１６年９月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬南１０番１０から

同町大瀬南６番４まで

旧 ８．２～５５．０
４．１～１６．５

０．１０２
０．１２８

新 ８．２～５５．０ ０．１０２

〃 〃
喜多郡内子町大瀬南１０番１１から

同町大瀬南１０番８地先まで

旧 ８．２～６１．５
４．２～８．３

０．０８４
０．１０３

新 ８．２～６１．５ ０．０８４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線 喜多郡肱川町大字山鳥坂４２５８番
旧 ５．５～７．２ ０．１２４

新 ５．５～７．２
６．０

０．１２４
０．１００
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�愛媛県告示第１９２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９２７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線 喜多郡肱川町大字山鳥坂４２５８番 平成１６年９月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 御内下畑地線 北宇和郡津島町下畑地甲２１４９番１
旧 ４．５～８．０ ０．０４８

新 ５．５～１２．８ ０．０４８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 御内下畑地線 北宇和郡津島町下畑地甲２１４９番１ 平成１６年９月１０日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第２８号

平成１６年８月３０日

伊予市下三谷字北黒１番１、３番１、４番１、５番１、６番２、６
番４、７番１、７番２、７番４、８番５、１３番１、１５番１、１５番２
、１６番１、１６番２、１７番、１８番１、２１番１、２３番１、２３番２、２７番
１、２７番２、２８番１、２８番２、２９番１、２９番２及び２９番３並びに同
市下三谷字西雷１１５番２、１１５番５、１１６番３及び１１６番４並びに同市
下三谷字黒ノ元１１７番１、１１７番２、１１７番３、１１８番１、１１８番２、１
１９番１、１１９番２、１１９番３、１１９番４、１２０番２、１２０番３、１２１番１
、１２１番２、１２１番３、１２２番、１２３番、１２４番１、１２４番２、１２４番３、
１２５番１、１２５番２、１２５番３、１２６番１、１２６番２、１２６番３、１２７番
１、１２７番２、１２７番３、１２８番２、１２８番３、１２９番１、１２９番２、１３
１番、１３２番２、１３３番１、１３３番２、１３４番１、１３４番２、１３５番１、１
３５番２、１３６番２、１３７番１、１３７番２、１３８番２、１３９番１、１３９番２
、１３９番３、１４０番１、１４０番２、１４０番３、１４１番２、１４１番３、１４１
番４及び１４１番６並びに同市下三谷字北十四１４２番１、１４２番２、１４２
番３、１４２番４、１４３番、１４４番、１４５番１、１４５番２、１４６番１、１４６
番２、１４７番１、１４７番２、１４８番１、１４８番２、１５０番、１５２番、１５３
番２、１６８番１、１６８番２及び１６８番３並びに同市下三谷字中十四２５１
番１、２５１番２、２５１番６、２５２番２、２５３番２、２５４番２、２５５番２、
２５６番２、２５７番２、２５８番２及び２５９番２並びに同市下三谷字上牛ノ
子１６９番２並びに同市下三谷字牛ノ子１５４番１、１５４番２、１５４番３、
１５４番４、１５５番２、１５５番３、１５６番２、１５７番２、１５７番３、１５７番
４、１５８番１、１５８番２、１６１番、１６２番、１６３番１、１６３番２、１６４番
１、１６４番２、１６６番１、１６６番２、１６７番１、１６７番２及び１６７番３並
びに同市下三谷字四反地２４１番４並びに同市下三谷字尊田３１番２、
３５番２、３６番２、３７番２及び３８番２並びに同市下三谷字北黒１番１
地先水路及び３番１地先農道並びに同市下三谷字黒ノ元１４１番６地
先水路及び１２２番地先農道並びに同市下三谷字牛ノ子１５７番２地先農
道の地先水路並びに同市下三谷字北十四１５２番地先農道の地先水路

伊予市米湊８２０番地
伊予市土地開発公社
理事長 中 村 佑
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�愛媛県告示第１９２８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市川之江町字濱田２６４９番１

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町２８９３番地１

富士住宅産業株式会社

代表取締役 白石 豊信

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第１９２９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

温泉郡重信町大字志津川字花畑甲５０７番１及び甲５０７番

１地先農道

２ 申請人の住所氏名

松山市畑寺二丁目９番５号

有限会社かおる産業

代表取締役 黒光 薫

３ 図面省略

�公 告

危険物取扱者法定講習会の実施について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定による平成１６年度危険物の取扱作業の保安に関する講習会を次のとおり

実施する。

平成１６年９月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習の種別、日時及び場所

公 告

種 別 日 時 場 所

� 給油取扱所において危険物の取
扱作業に従事する危険物取扱者を
対象とした講習

平成１６年１０月１日（金）午前９時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
八幡浜地方局

平成１６年１０月８日（金）午前９時 東予市周布３４９番地の１
東予市市民会館

平成１６年１０月１９日（火）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１６年１０月２０日（水）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１６年１０月２５日（月）午前９時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業研究センター

平成１６年１０月２７日（水）午前９時 宇和島市天神町７番１号
宇和島地方局

平成１６年１０月２８日（木）午後１時 今治市南宝来町二丁目１番地１
今治地区事務組合消防本部

平成１６年１０月２９日（金）午後１時 大洲市東大洲２７０番地１
大洲市総合福祉センター

平成１６年１１月１８日（木）午後１時 新居浜市一宮町一丁目５番１
新居浜市消防本部

� 石油コンビナート等災害防止法
（昭和６０年法律第８４号）第２条第
６号に規定する特定事業所におけ
る危険物施設（給油取扱所を除く
。）において危険物の取扱作業に
従事する危険物取扱者を対象とし
た講習

平成１６年１０月１９日（火）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１６年１０月２１日（木）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１６年１０月２９日（金）午前９時 今治市南宝来町二丁目１番地１
今治地区事務組合消防本部

平成１６年１１月１８日（木）午前９時 新居浜市一宮町一丁目５番１
新居浜市消防本部

平成１６年１１月１９日（金）午前９時 新居浜市一宮町一丁目５番１
新居浜市消防本部
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任 免 辞 令

�公営企業任免辞令
８月３１日

愛媛県技術吏員 内 藤 聡

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

�������
�公営企業任免辞令

９月１日

宇 田 高 広

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

県立南宇和病院勤務を命ずる

雑 報

�公示送達
天王社（愛媛県伊予郡砥部町大平５９６番２の土地登記簿表

題部所有者）

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第６６条第３項の規定

に基づき上記の者に送達すべき次の書類は、当収用委員会事

務局（愛媛県土木部管理局用地課）において保管してあるの

で、出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（

昭和２６年政令第３４２号）第５条第５項の規定により、平成１６

年９月２７日を経過した時にその書類の送達があったものとみ

なされます。

平成１６年９月１０日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

平成１６年８月２５日付け裁決書

�������
�公示送達
若宮社（愛媛県伊予郡砥部町大平１２０番及び１２２番の土地

登記簿表題部所有者）

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第６６条第３項の規定

に基づき上記の者に送達すべき次の書類は、当収用委員会事

務局（愛媛県土木部管理局用地課）において保管してあるの

で、出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（

昭和２６年政令第３４２号）第５条第５項の規定により、平成１６

年９月２７日を経過した時にその書類の送達があったものとみ

なされます。

平成１６年９月１０日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

平成１６年８月２５日付け裁決書

２ 受講申請書の提出期間

平成１６年９月１０日から各講習開催日の２日前まで（必着）

３ 受講申請書の請求先及び提出先

最寄りの地方局総務福祉部県民生活課

平成１６年１１月２４日（水）午後１時 新居浜市一宮町一丁目５番１
新居浜市消防本部

� �及び�に掲げる危険物施設以
外の危険物施設において危険物の
取扱作業に従事する危険物取扱者
を対象とした講習

平成１６年１０月１日（金）午後１時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
八幡浜地方局

平成１６年１０月８日（金）午後１時 東予市周布３４９番地の１
東予市市民会館

平成１６年１０月２０日（水）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１６年１０月２１日（木）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１６年１０月２５日（月）午後１時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業研究センター

平成１６年１０月２７日（水）午後１時 宇和島市天神町７番１号
宇和島地方局

平成１６年１０月２８日（木）午前９時 今治市南宝来町二丁目１番地１
今治地区事務組合消防本部

平成１６年１１月１９日（金）午後１時 新居浜市一宮町一丁目５番１
新居浜市消防本部

平成１６年９月１０日 印刷
平成１６年９月１０日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円９４０
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